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里　

見　

駿　

介

　
 

天  

竺  

暮  

ら  

し  

雑  

記

イ
ン
ド
童
話
選
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
物
語
」（
岩
波
書
店
）

を
読
み
、
何
の
ア
ヴ
ァ
タ
ー
ラ
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

＝
梵
語
で
化
身
の
意
）
だ
か
は
不
明
だ
が
天
竺
に
憧

れ
、
大
学
で
イ
ン
ド
関
係
を
学
ん
だ
。
卒
業
後
は
商

人
と
し
て
ボ
ン
ベ
イ
、
ダ
ッ
カ
と
通
算
二
十
年
弱
（
含

む
マ
ニ
ラ
）
駐
在
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
、

キ
リ
ス
ト
教
・
・
に
一
寸
触
れ
た
。
定
年
後
も
幸
い

同
地
域
と
お
付
き
合
い
。
印
度
亜
大
陸
初
訪
問
の
方

を
念
頭
に
入
門
編
的
な
事
を
少
し
述
べ
て
み
た
い
。

挨
拶
・
会
話

“
ナ
マ
ス
テ
ー

”
は
、
会
っ
た
時
に
も
別
れ
で
も
朝

な
夕
な
、
い
つ
で
も
使
え
る
挨
拶
言
葉
で
主
に
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
が
使
用
。
ム
ス
リ
ム(

南
西
亜
で
は
ム
サ
ル

マ
ー
ン
と
も)

は
、
国
を
問
わ
ず

“
ア
ッ
サ
ラ
ー
ム　

ア
ラ
ェ
ー
ク
ム
”(

平
安
が
貴
方
に
あ
り
ま
す
よ
う)

を
、
答
礼
で
は
、
“ワ
ラ
ェ
ー
ク
ム　

ア
ッ
サ
ラ
ー
ム
”

（
貴
方
に
も
平
安
が
・
・
）
と
云
う
。

我
国
土
の
約
九
倍
の
イ
ン
ド
に
は
様
々
な
民
族
、

宗
教
、
言
語
・
・
が
あ
り
、
挨
拶
も
多
様
だ
が
、
人

口
の
八
〇
％
以
上
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
ナ
マ
ス
テ
ー
を

我
々
は
使
用
し
て
問
題
な
い
で
し
ょ
う
。
北
イ
ン
ド

で
は
く
だ
け
た
ナ
マ
ス
カ
ー
ル 

（
ベ
ン
ガ
ル
で
は
ノ

モ
シ
ュ
カ
ー
ル
）
も
使
う
。
尚
、
ナ
マ
ス
テ
ー
の
ナ

マ
ス
は
梵
語
で
「
丁
寧
な
る
挨
拶
」、
テ
ー
は
「
あ
な

た
に
」
を
意
味
、ま
た
ナ
マ
ス
は
仏
教
を
通
じ
「
南
無
」

と
し
て
我
が
国
に
入
っ
た
由
。

続
い
て
会
話
と
な
り
ま
す
が
、
有
名
な
「
四
種
姓

制
度
」
の
バ
ラ
モ
ン(

婆
羅
門
、
司
祭)

・
ク
シ
ャ
ト

リ
ア
（
刹
帝
利
、
王
侯
士
族
）・
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
（
吠
奢
、

庶
民
）・
シ
ュ
ー
ド
ラ(

戌
陀
羅
、
隷
属
民)

、
更
に

最
下
層
の
不
可
触
民
ハ
リ
ジ
ャ
ン

“
神
の
子

”（
自

称
ダ
リ
ト
、
独
立
後
の
指
定
カ
ー
ス
ト
）
か
ら
な
る

所
謂
「
カ
ー
ス
ト
」
の
所
属
を
訊
く
の
は
失
礼
。
カ
ー

ス
ト
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で
「
血
統
、
家
柄
」
の
意
味

の
Ｃ
Ａ
Ｓ
Ｔ
Ａ
由
来
。
イ
ン
ド
で
は
本
来
は
種
姓
を

「
ヴ
ァ
ル
ナ
」(

色)

、
職
業
集
団
を
「
ジ
ャ
ー
テ
ィ
」

（
生
ま
れ
同
集
団
）
と
称
す
る
が
、
こ
の
二
つ
が
混
同

何
れ
も
カ
ー
ス
ト
と
呼
ば
れ
た
。

宗
教
や
政
治
の
話
は
真
摯
な
限
り
問
題
な
い
が
、

イ
ン
ド
人
は
口
角
泡
を
飛
ば
し
早
口
で
論
じ
る
の
で

話
に
つ
い
て
行
く
の
が
一
苦
労
。
自
分
は
無
宗
教
・

無
神
論
だ
と
発
言
し
た
ら

“
信
仰
心
の
な
い
人
間
は

考
え
ら
れ
な
い
・
・
”
と
思
わ
れ
る
こ
と
必
至
。
理

由
を
説
明
出
来
れ
ば
結
構
だ
が
、
私
に
は
至
難
の
業

で
爾
来　

I a
m

 a
 B

u
d
d
h
ist

。　
　

宴
席
・
食
事
：

種
々
の
パ
ー
テ
ィ
ー
で
は
、
エ
チ
ケ
ッ
ト
＆
プ
ロ

ト
コ
ー
ル
を
弁
え
て
い
れ
ば
心
配
不
要
。
贈
物
は
花

や
菓
子
が
多
い
が
親
し
い
と
ウ
ィ
ス
キ
ー
も
歓
迎
。

昔
は
証
明
書
（
私
は
勝
手
に
ア
ル
中
証
明
と
呼
ん
で

ま
し
た
）
無
し
に
は
買
う
の
も
大
変
だ
っ
た
が
今
は

酒
屋
が
増
え
国
産
も
ワ
イ
ン
他
多
種
。
二
十
八
州
・

七
直
轄
地
域
中
ド
ラ
イ
は
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
と
ミ
ゾ
ラ

ム
。
ゴ
ア
は
酒
税
が
な
く
飲
代
が
安
か
っ
た
記
憶
。

菓
子
は
蜂
蜜
を
シ
ロ
ッ
プ
で
煮
詰
め
砂
糖
を
塗
し

た
様
な
極
甘
他
各
種
。
ミ
タ
ー
イ
ー
、
ミ
シ
ュ
テ
ィ
ー

と
称
す
ス
イ
ー
ト
は
祝
い
・
儀
式
に
欠
か
せ
ぬ
重
要

な
物
で
行
事
に
よ
り
、
例
え
ば
端
午
の
節
句
の
柏
餅
、

彼
岸
の
お
萩
・
・
の
如
く
決
ま
っ
て
い
る
様
だ
が
、

我
々
に
は
区
別
は
困
難
故
ケ
ー
キ
や
チ
ョ
コ
が
無
難
。

羊
羹
や
和
菓
子
は
喜
ば
れ
ず
、
唐
辛
子
・
山
葵
味
の

煎
餅
と
か
は
大
歓
迎
。

料
理
を
手
で
味
わ
う
時
は
右
手
が
原
則
。
地
域
・

階
級
他
で
親
指
・
人
差
指
・
中
指
の
三
指
だ
け
ま
た

第
二
関
節
迄
と
か
、
全
指
や
掌
迄
も
使
う
人
も
い
る
。

鮨
を
手
で
食
べ
る
の
と
同
様
に
触
感
も
楽
し
み
ま

し
ょ
う
。
紅
茶
を
受
け
皿
に
移
し
飲
ん
で
い
る
の
を

見
ま
す
が
猫
舌
の
為
と
も
云
わ
れ
ま
す
。
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ム
ス
リ
ム
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
・
で
は
衛
生
感
に
関

係
な
く
左
手
は
不
浄
也
の
考
え
あ
り
食
事
に
限
ら
ず

左
の
扱
い
は
要
注
意
。
尚
、
塵
紙
を
使
用
せ
ず
ト
イ

レ
で
ポ
ッ
ト
等
の
水
で
の
水
洗
（
？
！
）
は
左
手
。

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
に
は
チ
ャ
パ
テ
ィ
等
は
ト
レ
イ
か
ら

直
接
取
っ
て
貰
い
、
仮
令
右
で
も
触
っ
た
物
を
渡
す

の
は
避
け
ま
し
ょ
う

。
“
カ
ル
カ
テ
ィ
ー
（
手
が

触
れ
穢
れ
た
物
）”
で
す
。
し
か
し
、
ム
ス
リ
ム
は
、

パ
ン
や
ナ
ン
を
人
類
皆
家
族
の
感
で
手
で
分
け
ま

す
。
食
材
は
宗
教
等
で
許
さ
れ
る
の
と
駄
目
な
物
、

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
に
牛
肉
、
ム
ス
リ
ム
に
豚
肉
が
御
法
度

は
皆
承
知
し
て
い
る
が
、
ム
ス
リ
ム
は
ビ
ー
フ
で
も

屠
殺
に
際
し
お
祈
り
等
の
プ
ロ
セ
ス
も
必
要
で
ハ

ラ
ー
ル
（H

a
la

l

）
は
今
や
有
名
。
尤
も
緊
急
時
は
ハ

ラ
ー
ル
で
な
く
て
も
よ
い
と
云
わ
れ
、
逆
の
ハ
ラ
ム

（H
a
ra

m

）
と
そ
の
中
間
の
シ
ュ
ブ
ハ
（S

h
u

b
u

h
a

）

な
る
概
念
も
あ
り
単
純
で
は
な
い
様
。
紀
元
前

三
二
〇
年
頃
イ
ン
ダ
ス
河
を
越
え
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
に

進
出
し
た
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
大
王
は
東
征
後
帰
還
し

ま
し
た
が
、
そ
の
際
イ
ン
ド
に
残
り
南
イ
ン
ド
の
ク
ー

ル
グ
地
方
に
住
む
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

に
は
牛
肉
Ｏ
Ｋ
の
人
達
も
い
る
由
。

肉
食
・
ノ
ン
ヴ
ェ
ジ
テ
リ
ア
ン
（
ノ
ン
ヴ
ェ
ジ
）
と

菜
食
・
ヴ
ェ
ジ
テ
リ
ア
ン
（
ヴ
ェ
ジ
）
が
居
り
、
機
内

食
で
も
尋
か
れ
る
。
ヴ
ェ
ジ
で
も
ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
は
根

菜
類
は
駄
目
と
複
雑
で
肉
・
魚
や
野
菜
料
理
は
別
の
皿

で
供
す
る
の
が
ベ
タ
ー
。
社
内
食
堂
で
は
誰
で
も
Ｏ
Ｋ

な
菜
食
が
無
難
。
乳
及
び
乳
製
品
は
宗
教
や
人
種
に
不

拘
問
題
な
し
。
“
マ
ッ
ク
”
他
も
人
気
だ
が
流
石
に

ビ
ー
フ
・
バ
ー
ガ
ー
は
な
く
ヴ
ェ
ジ
は
緑
、
ノ
ン
・
ヴ
ェ

ジ
は
赤
で
区
別
。
食
品
添
加
物
保
護
条
例
で
動
物
性

は
商
品
に
赤
丸
を
正
方
形
で
囲
ん
だ
印
、
植
物
性
は
緑

マ
ー
ク
の
印
刷
が
義
務
、
因
み
に
乳
製
品
は
緑
。
色
と

云
え
ば
ア
ル
コ
ー
ル
や
茸
類
は
タ
マ
ス
（
翳
質
）
で
黒
、

香
辛
料
や
大
蒜
等
は
ラ
ジ
ャ
ス
（
激
質
）
で
赤
、
ミ
ル

ク
・
ヨ
ー
グ
ル
ト
と
か
植
物
類
は
最
上
の
サ
ッ
ト
ヴ
ァ

〈
純
質
〉
で
白
と
の
事
。
こ
の
。
“
質

”
を
考
慮
し
ア
ー

ユ
ル
・
ヴ
ェ
ー
ダ
に
則
っ
た
飲
食
物
も
あ
る
。

結
婚
式
は
気
候
が
良
く
な
る
と
多
く
、
盛
大
で
賑

や
か
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
場
合
は
歌
・
踊
り
も
あ
り
料

理
も
選
べ
る
。
式
・
宴
は
ホ
テ
ル
や
慶
事
式
場
（
マ

ン
ガ
ル
・
カ
ー
ル
ヤ
ー
ラ
イ
）
が
多
く
ア
ル
コ
ー
ル

類
が
出
る
ケ
ー
ス
も
多
々
。
ム
ス
リ
ム
の
場
合
は
男

女
別
々
に
食
事
だ
け
（
ダ
ッ
カ
の
一
流
ホ
テ
ル
で
の

ム
ス
リ
ム
結
婚
披
露
宴
で
は
男
女
一
緒
、
ア
ル
コ
ー

ル
も
出
た
が
之
は
特
例
）。

開
始
は
一
時
間
半
位
遅
れ
が
普
通
且
つ
夜
中
迄
だ

が
、
一
流
ホ
テ
ル
の
際
は
要
確
認
。
祝
儀
は
装
身
具
と

か
家
庭
用
品
が
喜
ば
れ
る
。
大
物
か
ら
の
招
待
で
は
手

ぶ
ら
で
も
Ｏ
Ｋ
。
奇
麗
な
祝
儀
袋
に
お
金
を
包
む
現
地

の
方
も
お
り
、
こ
の
場
合
は
金
額
に
端
数
と
し
て
１
を

プ
ラ
ス
す
る
と
縁
起
が
良
く
こ
の
プ
ラ
ス
・
ワ
ン
は
他

の
目
出
度
い
時
に
も
共
通
。
服
装
は
男
女
共
普
通
で
構

い
ま
せ
ん
が
、
日
本
女
性
は
此
の
機
に
サ
リ
ー
で
も
。

葬
儀
は
短
時
間
で
質
素
、
お
香
典
の
類
も
不
要
。

服
装
は
普
通
、
黒
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
以
外
不
要
。

所
作
：

タ
イ
で
の

“
精
霊
が
宿
る
頭
を
撫
で
て
は
い
け
な

い
”
は
皆
さ
ん
御
存
知
で
す
が
、
お
釈
迦
様
御
生
誕

の
イ
ン
ド
も
同
様
と
御
理
解
願
い
ま
す
。

イ
ン
ド
人
と
交
際
し
当
初
、
戸
惑
う
所
作
・
仕
草

は
首
振
り
で
、
大
体
は
共
通
の
ボ
デ
ィ
ー
・
ラ
ン
ゲ
ー

ジ
で
理
解
可
能
で
す
が
、
首
振
り
に
は
御
注
意
を
。

ゆ
っ
く
り
何
度
か
、
左
右
と
云
う
か
首
を
傾
げ
る
動

作
を
し
た
ら
、
そ
の
意
味
は

“
Ｙ
Ｅ
Ｓ
”
で
す
。
因

み
に
Ｎ
Ｏ
は
、
首
を
右
左
に
回
す
様
な
仕
草
で
日
本

の
嫌
々
と
同
じ
感
。
顎
を
突
き
出
し
て
小
刻
み
に
上

げ
る
と

“お
前
さ
ん
何
か
云
い
た
い
の
か
い
？

”

こ
の
辺
を
理
解
す
る
と
ネ
ゴ
も
順
調
、
二
〇
〇
九

年
第
八
十
一
回
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
八
部
門
他
受
賞
の
「
ス

ラ
ム
ド
ッ
グ
＄
ミ
リ
オ
ネ
ア
」も
面
白
味
が
増
し
ま
す
。

マ
ハ
ー
ト
マ
・
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
・
ジ
ー
は
非
暴
力

で
も
有
名
で
す
が
、
イ
ン
ド
で
は
暴
力
行
為
自
体
は
勿

論
、
勘
違
い
さ
れ
る
動
作
に
も
十
分
注
意
願
い
ま
す
。

親
し
い
気
で
相
手
の
肩
を
叩
い
た
り
、
胸
を
掴
ま
ず
と

も
触
っ
た
り
、
親
愛
の
情
で
女
性
同
士
が
ぶ
つ
様
な
振

り
も
、
暴
力
行
為
と
看
做
さ
れ
る
惧
が
あ
り
ま
す
。

最
後
に
所
作
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
“
馬
鹿
（
莫

迦
）”
は
梵
語
、ヒ
ン
デ
ィ
ー
で
も
通
じ
ベ
ン
ガ
ー
リ
ー

で
は

”
ボ
カ

“
故
ご
用
心
を
。

（
さ
と
み  

し
ゅ
ん
す
け
・
財
団
法
人　

海
外
職
業
訓

練
協
会
（
Ｏ
Ｖ
Ｔ
Ａ
）
国
際
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
・
認
定

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人  

シ
ャ
ブ
ラ
ニ
ー
ル
評
議
員
）
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